
　　落合水再生センター～みやぎ水再生センター間の既設送泥管(直径350ｍｍ×2条)は昭和38年に敷設され、老朽化が著し

　　なお、維持管理性等を考慮し、新設送泥管は、シールド工法にて外側の管を施工したのちに内部に敷設します。

　　管廊全長は約10.2kmとなっており、4工区に分けて工事を進めています。　※「その１」～「その４」工事

　　本工事『落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その４工事』では、板橋区の「中丸児童遊園」から

　板橋区の「板谷公園」までをシールド工法にて施工するものとしています。

〇管廊築造(シールド工法)

 　管径：φ2600 ・ φ3500

 　延長：約10.2km

　(内､その４工事対象：2.6km)

〇送泥管（ダクタイル鋳鉄管）

　 管径：φ400×2条

 　延長：約10.2ｋｍ

〇特殊人孔築造

 　数量：5箇所

　(内､その４工事対象：1箇所)

　いとともに、耐震性を有していないため、老朽化対策として新たな送泥管を敷設することを目的とします。

■落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管の建設事業について

整備内容

東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

標準断面図

：既設送泥管

：新設送泥管廊

全体路線図



板橋区の「中丸児童遊園」から板橋区の「板谷公園」まで、シールド工法による管廊築造工事と特殊人孔築造工事を実施します。

中丸児童遊園（板橋区南町２２） ・工事期間　令和８年１月５日～令和１１年３月３１日(予定)

　　　　　　　　　～到達位置（板橋区板橋二丁目６５） ・工事時間　8:30～17:00（準備や片付けは8:00～18:00）

　※昼間走行が禁止されている特殊車両は早朝搬出入予定

・土日祝日　休工

　※緊急性や災害の恐れがある場合を除く

※工事の最新情報は、遊園内に設置する掲示板でお知らせします。

　・掲載内容(予定)：月間工程表、施工ステップ図等

※WEBサイト上においても工事情報をお知らせします。

○特殊人孔築造工 ：コンクリート築造物の築造

○地盤改良工 ：シールド機発進部の地盤改良

○管きょ工 ：シールド機の搬入・組立

　シールド機による掘削と管廊の築造

○防音工（防音壁） ：防音壁撤去と支持杭撤去

 ＜路線図＞

■落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その４工事について

 ＜中丸児童遊園詳細図＞

URL：https://www.ochiai-miyagi.com/

　発注者）東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所
　　　　　工事第二課 工事担当　千脇、玉城
　　　　　TEL　03-3862-8253

　受注者）東急建設株式会社　　 西田、引地
　　         TEL　03-5944-6912
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工事場所・内容

問い合わせ

中丸児童遊園における工事期間・時間

東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

防災無線

住民防災組織格納庫

ホース格納庫

工種

○中丸児童遊園内
　借用期間

令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１3年令和１１年 令和１2年

○落合水再生センター、
　 みやぎ水再生センター内
　管きょ工（シールド工）他

○特殊人孔築造工等

https://www.ochiai-miyagi.com/


※工事の進捗により工程が前後することがあります　

■中丸児童遊園での作業について

工程（予定）

工程に対する状況や対策

東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

特殊人孔築造工

地盤改良工

管きょ工

防音工（防音壁）
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工事車両出入口付近に防振マット設置

防音壁

※大型車両の出入りの際は、一時的に止めさせて頂く場合がございます。

※５〜20台/日（早朝・深夜２日間出入有）

※5台/日(早朝・深夜6日間出入有）

※3〜45台/日（早朝・深夜1日間出入有）

※5〜20台/日
※25台/日を超える期間は、
1年間のうち6日間程度となります。



（作業内容）

特殊人孔築造工

地盤改良工

管きょ工

　防音工（防音壁）

（作業期間）

39カ月程度

（使用重機）

ラフタークレーン

クローラークレーン

ローリー車

タンク車

※重機配置については施工範囲の中で  

代表的なものを使用しています。　  

資料①：施工中の中丸児童遊園内の状況について 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

案内板

掲示位置

工事車両

出入口

防音壁及び

採光パネル



入場：山手通りから中丸通りに入り、場内に向けて後退入場 原則1日あたり25台を上限に作業を行います。

退場：右折退場し、中丸通りから山手通りへ向う 詳細については、「■中丸児童遊園での作業について」をご参照下さい。

　※入退場の際は、歩行者や他の車両の安全を確保するために必ず誘導員を

　　配置し、適切に誘導します。

資料②：工事車両の出入り及び道路規制について 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

工事車両の入退場方法

右折退場

至山手通り

工事車両入退場図

凡例

後退入場

工事車両台数



工事場所の外周部に防音壁を設置し、

　機械・車両・電動工具など作業に伴う騒音を効果的に抑制します。

防音壁は現場の安全性向上や飛散防止に寄与し、 ※引き続き騒音振動計を

設置し、基準の順守と共に、

可能な限り騒音を軽減する

よう適切に管理していきます。

　　　　　　　　　　　生活環境への影響を最小限抑制します。

・防音壁の設置

資料③：騒音対策について

　　工事で使用する重機の騒音を軽減するため、騒音対策を実施します。（東京都「環境確保条例」：騒音 80デシベル以下）

主要重機 騒音対策 対策効果

東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

対 策 後



・工事用車両出入口へ防振マット設置

9kg/枚

・特徴

従来の1/3の厚みで同等の5-10dBの地盤振動低減が可能。 ※引き続き騒音振動計を設置し、基準の順守

繰り返し使用しても効果が持続。 と共に、可能な限り騒音を軽減するよう適切

厚みが50mm薄いため、重機や大型車の走行時にも障害とならない。 に管理していきます。

敷鉄板 5 尺×10 尺に対応したサイズ。

・工事車両出入口付近に設置→大型車両から地面に伝わる振動を低減

　　工事で使用する大型車両の振動を軽減するため、振動対策を実施します。（東京都「環境確保条例」：振動 70デシベル以下）

・セルダンパー防振マット　1500mm×750mm×50mm

資料④：振動対策について 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

東急建設株式会社

振動対策 対策効果

対 策 後


